
（平成２１年７月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 43 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 34 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

京都国民年金 事案 1214  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成９年５月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。   

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成４年 10 月から６年３月まで 

             ② 平成９年５月 

    申立期間①については、平成４年 10 月ごろに母親が国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料も姉と二人分を納付していたのに未納となっ

ていることは納得できない。 

    申立期間②については、平成９年４月末に会社を退職し、夫の被扶養

者となるまでの１か月分の国民年金保険料を市役所で約１万円を納付し

たので、未納となっていることは納得できない。    

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、申立期間は、１か月と短期間であるとともに、申

立人は、厚生年金保険との切替手続を適切に行い、平成 16 年３月及び 19

年３月の１か月分の国民年金保険料についても漏れ無く納付しているなど、

申立人の保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立人は、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿において、平成

10 年４月７日に国民年金の再加入手続を行い、申立期間②は、さかのぼっ

て国民年金第１号被保険者となっていることが確認できる上、この手続が

行われた時点において、申立期間の国民年金保険料は、同市役所で現年度

納付が可能であることから、申立人は、申立期間の保険料を納付したもの

とみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①について、申立人は、申立人の母親が、平成４年 10 月



                      

  

ごろに国民年金の加入手続を行い、申立人の姉と二人分の国民年金保険料

を納付していたと主張している。しかしながら、保険料納付の前提となる

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の記号番号の資格取得状況から申

立人の姉と連番で６年 10 月から７年１月ごろまでの間に払い出されてい

ることが確認できることから、このころに加入手続が行われたものと推認

され、この時点で、申立期間の保険料を納付するには、過年度納付による

こととなるが、申立人及び申立人の母親からは、さかのぼって納付したと

の主張も無い上、一緒に保険料を納付していたとする申立人の姉について

も、申立期間は未納である。 

   また、申立人の母親若しくは申立人が申立期間①の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索しても、該当者はおら

ず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成９年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年 10 月から同年 12 月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月から 52 年 12 月まで 

    私は、昭和 41 年４月ごろＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付書により郵便局で納めていた。また、53 年５月の

婚姻後、妻が私の保険料をまとめて納付したこともあるため、調査して

ほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 52年 10月から同年 12月までについて、申立人は、

婚姻後、申立人の妻が、申立人の国民年金保険料をまとめて納付したこと

もあるとしており、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番

号は、55 年１月にＣ県Ｄ市で払い出されていることが確認でき、同市が保

管している申立人の国民年金被保険者名簿に、同年同月 10 日に国民年金の

新規資格取得届を受け付けた記載が有ることから、申立人は、この日に国

民年金の加入手続を行ったものと考えられ、この時点において、当該期間

は、過年度保険料として納付が可能である上、当該期間直後の 53 年１月か

ら 54年３月までの保険料を、55年１月 16日に過年度納付していることが、

社会保険事務所が保管している特殊台帳で確認できることから、申立人の

妻は、この納付に併せ当該期間の保険料についても納付したとみても不自

然ではない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 41 年４月から 52 年９月までについて、申

立人は、41 年４月ごろＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、毎月郵



                      

  

便局で国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、昭和 55 年１

月にＣ県Ｄ市であること、及び 51 年３月以前のＡ市における国民年金保険

料の収納方法は、国民年金手帳に印紙を貼付し検認印を押印する方法であ

ったことから、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行った昭和 55 年１月の時点では、

当該期間の国民年金保険料は、既に時効により納付できない期間であり、

これを納付するには、特例納付によることとなるが、申立人からは特例納

付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名について、

複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52年 10月から同年 12月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。  



                      

  

京都国民年金 事案 1216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年１月から 60 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年１月から 60 年３月まで 

    母親から、私を含め子供３人は、いずれも 20 歳より国民年金に加入し、

国民年金保険料を納付していたと聞いている。 

    私の姉や兄は 20 歳から納付しているので、未納は納得できない。調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 59 年１月から 60 年３月までについては、国民年

金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、61 年３月に

払い出されていることが社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号

番号払出簿により確認でき、このころに申立人の母親は、申立人の国民年

金加入手続を行ったものと推認され、当時、Ａ市では、国民年金の加入を

受け付けた際、現年度保険料を収納の上、納付可能な２年間の過年度保険

料を納付するよう勧奨し、納付書を発行していたことが確認できることか

ら、勧奨を受けた申立人の母親は、納付書により当該期間の保険料を納付

したとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 56 年１月から 58 年 12 月までについては、

以下の点からみて、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付しなかった

ものとみるのが相当である。 

   ⅰ） 昭和 56 年１月から 58 年３月までについては、申立人は学生であ

り、国民年金の任意加入を行っていないことから未加入期間である



                      

  

こと。 

   ⅱ） Ａ市の保管するマイクロフィッシュ（納付管理記録）では、申立

人は被保険者として登載されていないこと。 

   ⅲ） 昭和 58 年４月から同年 12 月までについては、申立人が国民年金

に加入した時点では、既に時効により国民年金保険料を納付できな

い期間であり、これを納付するには特例納付によることとなるが、

特例納付が実施されていた時期ではないこと。 

   また、申立人の母親が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人の母親が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   さらに、申立人について、婚姻前を含め氏名を複数の読み方で検索して

も該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年１月から 60 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月及び同年５月 

    私は、会社を退職後、職探しをしていた間、両親が国民年金に加入手

続を行い、国民年金保険料も納付してくれていたと母親から聞いており、

未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付してくれていたとしており、保険料納付の前提となる申

立人の国民年金手帳記号番号は昭和 41 年４月に払い出されていることが

確認でき、このころに申立人の国民年金加入手続が行われたものと推認さ

れる。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は、申立

期間を含む国民年金加入期間の保険料をすべて納付済みである。 

   さらに、Ａ市（当時は、Ｂ町）が保管する被保険者名簿には昭和 43 年６

月 20 日に同年４月及び同年５月の現年度保険料を収納した記録が有るが、

この時点では、申立人は厚生年金保険の被保険者であったため、国民年金

保険料を納付できない期間であり、行政側の記録管理が適切に行われなか

った可能性がうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    私は市役所職員に勧められて、国民年金の加入手続を行い、国民年金

金保険料は集金人に納付した記憶があるので、未納となっていることは

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、申立期間

を除き、60 歳に到達するまで国民年金保険料を完納していることから、納

付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、元夫と連番で昭和 38 年 11 月に払い出されており、この時点では、申

立期間の保険料を納付するには、過年度納付によることとなるが、Ａ市で

は、保険料未納期間が有れば、さかのぼって納付することが可能な２年度

分の過年度保険料について、納付書を作成し、納付勧奨を行うのが通例で

あった上、申立人は、昭和 37 年度については、過年度納付していることが

確認できることから、この過年度納付と併せて、申立期間の保険料を納付

したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。   



                      

  

京都国民年金 事案 1219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    国民年金は、昭和 36 年８月ごろ自宅で加入勧奨され、姉が私と姉分の

加入手続を行った。国民年金保険料については、亡くなった母親が集金

人に支払っていた。昭和 36 年度についても納付しているはずなので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人姉弟は国民年

金制度発足後、速やかに国民年金に加入し、申立期間を除き未納は無く、

申立人姉弟の申立期間の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母

親の保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立人姉弟の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年８月に連番で払

い出されており、申立人姉弟は、このころ国民年金に加入したものと推認

でき、当時は、厚生省（当時）の通達に基づき、市町村において過年度の

国民年金保険料を徴収することが可能とされていた時期であり、Ａ市でも

過年度保険料を納付するよう勧奨していたことが確認できることから、申

立期間の保険料を申立人の母親が納付したとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    国民年金は、昭和 36 年８月ごろ自宅で加入勧奨され、私が私と弟分の

加入手続を行った。国民年金保険料については、亡くなった母親が集金

人に支払っていた。昭和 36 年度についても納付しているはずなので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人姉弟は国民年

金制度発足後、速やかに国民年金に加入し、申立期間を除き未納は無く、

申立人姉弟の申立期間の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母

親の保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立人姉弟の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年８月に連番で払

い出されており、申立人姉弟は、このころ国民年金に加入したものと推認

でき、当時は、厚生省（当時）の通達に基づき、市町村において過年度の

国民年金保険料を徴収することが可能とされていた時期であり、Ａ市でも

過年度保険料を納付するよう勧奨していたことが確認できることから、申

立期間の保険料を申立人の母親が納付したとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    私たち夫婦の国民年金については、昭和 36 年初めごろ区役所の人が訪

ねて来て説得され、両親と一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料は、

集金人に納付し、国民年金手帳に受領印を押してもらっていた。申立期

間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人夫婦は国民年

金保険料を昭和 37 年４月以降 60 歳まですべて納付し、付加保険にも 10 余

年加入し、国民年金基金発足後いち早く当該基金に加入するなど、申立人

夫婦の保険料納付意欲は高かったものと考えられる。     

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人夫婦の国民年金手帳記号

番号は、昭和 36 年 10 月に申立人の義母と連番で払い出されていることが

確認でき、このころに申立人夫婦は国民年金に加入したものと推認でき、

申立期間は、37 年４月に発出された厚生省(当時)の通達により、38 年６月

までは市町村で過年度保険料の収納ができるとされていた時期であり、Ａ

市でも過年度保険料を納付するよう勧奨していたことが確認されている上、

申立人夫婦は、37 年４月からの保険料を納付していることが社会保険庁の

オンライン記録により確認できることから、申立期間の保険料についても

納付していたものとみても不自然ではない。 

   さらに、申立人の義母は申立期間を含めて 60 歳まで保険料をすべて納付



                      

  

していることが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1222  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    私たち夫婦の国民年金については、昭和 36 年初めごろ区役所の人が訪

ねて来て説得され、両親と一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料は、

集金人に納付し、国民年金手帳に受領印を押してもらっていた。申立期

間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人夫婦は国民年

金保険料を昭和 37 年４月以降 60 歳まですべて納付し、付加保険にも 10 余

年加入し、国民年金基金発足後いち早く当該基金に加入するなど、申立人

夫婦の保険料納付意欲は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人夫婦の国民年金手帳記号

番号は、昭和 36 年 10 月に申立人の母親と連番で払い出されていることが

確認でき、このころに申立人夫婦は国民年金に加入したものと推認でき、

申立期間は、37 年４月に発出された厚生省(当時)の通達により、38 年６月

までは市町村で過年度保険料の収納ができるとされていた時期であり、Ａ

市でも過年度保険料を納付するよう勧奨していたことが確認されている上、

申立人夫婦は、37 年４月からの保険料を納付していることが社会保険庁の

オンライン記録により確認できることから、申立期間の保険料についても

納付していたものとみても不自然ではない。 

   さらに、申立人の母親は申立期間を含めて 60 歳まで保険料をすべて納付



                      

  

していることが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 908 

 

第１ 委員会の結論   

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 909 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 12

万 2,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 12 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①及び②において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から厚生

年金保険料が控除され、申立期間③においては育児休業期間中につき、

厚生年金保険料が免除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

       

 



第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人

事担当者の供述から、申立人に平成 17 年６月 30 日及び同年 12 月９日に賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が確

認できる。 

   また、当該期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、平成 17 年６月 30 日支給分及び同年 12 月９日支給分賞与に係る保

険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年３月 23 日に申立てに係る賞

与支払届を提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、当該標

準賞与額に基づく保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間③については、社会保険庁の記録によると、事業主は、厚

生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく育児休業期間中の厚生年金保険

料免除の届出を行ったことが確認でき、当該届出があった場合は、育児休

業期間中の標準賞与額に係る保険料については徴収が行なわれないことと

されている。 

   また、事業主は申立期間③に係る賞与支払届を、保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21年３月 23日に提出したことが確認できるが、

同法第 81 条の２に基づき、時効によって消滅した保険料に係る標準賞与で

あっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられる。 

   以上のことから、申立期間③に係る標準賞与額については、事業主から

提出された賃金台帳の記録から、12 万 2,000 円とすることが妥当である。 



京都厚生年金 事案 910 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 911 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 912 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 913 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 12

万 2,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 12 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①及び②において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から厚生

年金保険料が控除され、申立期間③においては育児休業期間中につき、

厚生年金保険料が免除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

 



第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人

事担当者の供述から、申立人に平成 17 年６月 30 日及び同年 12 月９日に賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が確

認できる。 

   また、当該期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、平成 17 年６月 30 日支給分及び同年 12 月９日支給分賞与に係る保

険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年３月 23 日に申立てに係る賞

与支払届を提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、当該標

準賞与額に基づく保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間③については、社会保険庁の記録によると、事業主は、厚

生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく育児休業期間中の厚生年金保険

料免除の届出を行ったことが確認でき、当該届出があった場合は、育児休

業期間中の標準賞与額に係る保険料については徴収が行なわれないことと

されている。 

   また、事業主は申立期間③に係る賞与支払届を、保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21年３月 23日に提出したことが確認できるが、

同法第 81 条の２に基づき、時効によって消滅した保険料に係る標準賞与で

あっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられる。 

   以上のことから、申立期間③に係る標準賞与額については、事業主から

提出された賃金台帳の記録から、12 万 2,000 円とすることが妥当である。 



京都厚生年金 事案 914 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万 9,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円、18 年６月 30 日は 17

万 8,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 11万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 19 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 11万 8,000円、同年 12月９日支給分を 19万円、

18 年６月 30 日支給分を 17 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 915 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万 9,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円、18 年６月 30 日は 17

万 8,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万 8,000

円、同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 19 万円、18 年６月 30 日の

標準賞与額に係る記録を 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 11万 8,000円、同年 12月９日支給分を 19万円、

18 年６月 30 日支給分を 17 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 916 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万 9,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円、18 年６月 30 日は 17

万 8,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 11万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 19 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 11万 8,000円、同年 12月９日支給分を 19万円、

18 年６月 30 日支給分を 17 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 917 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 7 万 5,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円、18 年６月 30 日は 17

万 8,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 7万 5,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 19 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30 日支給分を 7 万 5,000 円、同年 12月９日支給分を 19万円、

18 年６月 30 日支給分を 17 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 918 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年 12 月９

日は 12 万円、18 年６月 30 日は 16 万 5,000 円と記録されているところ、

当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎

となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院における 17 年 12 月９日の標

準賞与額に係る記録を 11 万 8,000 円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る

記録を 16 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月９日 

             ② 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①及び②において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権利が

時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は厚生

年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金

の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準賞与

額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人

に平成 17年 12月９日及び 18年６月 30日に合計２回分の賞与が支給され、

当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が確認できる。 



   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年 12 月９日支給分を 11 万 8,000 円、18 年６月 30 日支給分を 16 万

5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 919 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 13 万円、同年 12 月９日は 21 万 2,000 円、18 年６月 30 日は 19 万 4,000

円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院

における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 13 万円、同年 12 月９

日の標準賞与額に係る記録を 21 万 2,000 円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 19 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 13万円、同年 12月９日支給分を 21万 2,000円、

18 年６月 30 日支給分を 19 万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 920 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 10 万 8,000 円、同年 12 月９日は 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日は 16

万 1,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 10万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日

の標準賞与額に係る記録を 16 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 10 万 8,000 円、同年 12 月９日支給分を 17 万

6,000円、18年６月 30日支給分を 16万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 921 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 10 万 8,000 円、同年 12 月９日は 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日は 16

万 1,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 10万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日

の標準賞与額に係る記録を 16 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 10 万 8,000 円、同年 12 月９日支給分を 17 万

6,000円、18年６月 30日支給分を 16万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 922 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 10 万 8,000 円、同年 12 月９日は 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日は 16

万 1,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 10万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 17 万 6,000 円、18 年６月 30 日

の標準賞与額に係る記録を 16 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 10 万 8,000 円、同年 12 月９日支給分を 17 万

6,000円、18年６月 30日支給分を 16万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 923 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 8 万円、同年 12 月９日は 13 万円、18 年６月 30 日は 11 万 9,000 円と

記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院にお

ける 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 8 万円、同年 12 月９日の標

準賞与額に係る記録を 13 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を

11 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 8 万円、同年 12 月９日支給分を 13 万円、18 年

６月 30 日支給分を 11 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 924 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万円、同年 12 月９日は 18 万円、18 年６月 30 日は 16 万 5,000 円

と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院に

おける 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万円、同年 12 月９日

の標準賞与額に係る記録を 18 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る記

録を 16 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 11 万円、同年 12 月９日支給分を 18 万円、18

年６月 30 日支給分を 16 万 5,000 円とすることが妥当である。  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 925 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万円、同年 12 月９日は 18 万円、18 年６月 30 日は 16 万 5,000 円

と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院に

おける 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万円、同年 12 月９日

の標準賞与額に係る記録を 18 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る記

録を 16 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 11 万円、同年 12 月９日支給分を 18 万円、18

年６月 30 日支給分を 16 万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 926 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 13 万 9,000 円、同年 12 月９日は 22 万 8,000 円、18 年６月 30 日は 20

万 9,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 13万 9,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 22 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 20 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 13万 9,000円、同年 12月９日支給分を 22万円、

18 年６月 30 日支給分を 20 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 927 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 13 万 9,000 円、同年 12 月９日は 22 万 8,000 円、18 年６月 30 日は 20

万 9,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 13 万 9,000

円、同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 22 万円、18 年６月 30 日の

標準賞与額に係る記録を 20 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 13万 9,000円、同年 12月９日支給分を 22万円、

18 年６月 30 日支給分を 20 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 928 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 13 万 9,000 円、同年 12 月９日は 22 万 8,000 円、18 年６月 30 日は 20

万 9,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 13万 9,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 22 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 20 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 13万 9,000円、同年 12月９日支給分を 22万円、

18 年６月 30 日支給分を 20 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 929 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 13 万 9,000 円、同年 12 月９日は 22 万 8,000 円、18 年６月 30 日は 20

万 9,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 13 万 9,000

円、同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 22 万円、18 年６月 30 日の

標準賞与額に係る記録を 20 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 13万 9,000円、同年 12月９日支給分を 22万円、

18 年６月 30 日支給分を 20 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 930 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 16 万 2,000 円、同年 12 月９日は 26 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 24

万 3,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 16 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 26 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 24 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 16 万円、同年 12 月９日支給分を 26 万円、18

年６月 30 日支給分を 24 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 932 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は７万 4,000 円、同年 12 月９日は 12 万 2,000 円、18 年６月 30 日は 11

万 2,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を７万 4,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 12 万 2,000 円、18 年６月 30 日

の標準賞与額に係る記録を 11 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を７万 4,000円、同年 12月９日支給分を 12万 2,000

円、18 年６月 30 日支給分を 11 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 933 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 14 万 4,000 円、同年 12 月９日は 23 万 5,000 円、18 年６月 30 日は 21

万 5,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 14万 2,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 23 万 5,000 円、18 年６月 30 日

の標準賞与額に係る記録を 21 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 14 万 2,000 円、同年 12 月９日支給分を 23 万

5,000円、18年６月 30日支給分を 21万 5,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 934 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は８万円、同年 12 月９日は 13 万円、18 年６月 30 日は 11 万 9,000 円と

記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院にお

ける 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を８万円、同年 12 月９日の標

準賞与額に係る記録を 13 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を

11 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を８万円、同年 12 月９日支給分を 13 万円、18 年

６月 30 日支給分を 11 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 935 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30 日

は 54 万 4,000 円、同年 12 月９日は 38 万 9,000 円、18 年６月 30 日は 53

万 1,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 53 万円、同年

12 月９日の標準賞与額に係る記録を 38 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額

に係る記録を 53 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 53 万円、同年 12 月９日支給分を 38 万円、18

年６月 30 日支給分を 53 万 1,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 936 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万円、同年 12 月９日は 18 万円、18 年６月 30 日は 16 万 5,000 円

と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院に

おける 17 年６月 30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万円、同年 12 月９日

の標準賞与額に係る記録を 18 万円、18 年６月 30 日の標準賞与額に係る記

録を 16 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 11 万円、同年 12 月９日支給分を 18 万円、18

年６月 30 日支給分を 16 万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 937 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万 9,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円、18 年６月 30 日は 17

万 8,000 円と記録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ病院における 17年６月 30日の標準賞与額に係る記録を 11万 8,000円、

同年 12 月９日の標準賞与額に係る記録を 19 万円、18 年６月 30 日の標準

賞与額に係る記録を 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 30 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年６月 30 日 

    申立期間①、②及び③において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権

利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は

厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生

年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人



に平成 17 年６月 30 日、同年 12 月９日及び 18 年６月 30 日に合計３回分の

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が

確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17年６月 30日支給分を 11万 8,000円、同年 12月９日支給分を 19万円、

18 年６月 30 日支給分を 17 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に平成 17 年６月 30

日は 11 万 9,000 円、同年 12 月９日は 19 万 4,000 円と記録されているとこ

ろ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の

基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院における平成 17 年６月

30 日の標準賞与額に係る記録を 11 万 8,000 円、同年 12 月９日の標準賞与

額に係る記録を 19 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 27 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成 17 年６月 30 日 

② 平成 17 年 12 月９日 

    申立期間①及び②において、Ａ病院勤務中に支給された賞与から厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴収する権利が

時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、事業主は厚生

年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金

の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう当該標準賞与

額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人

に平成 17 年６月 30 日及び同年 12 月９日に合計２回分の賞与が支給され、

当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていた事実が確認できる。 



   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、平

成 17 年６月 30 日支給分を 11 万 8,000 円、同年 12 月９日支給分を 19 万円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 939 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に 16 万 2,000 円と記

録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院における

標準賞与額に係る記録を 16 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    Ａ病院勤務中に支給された平成 17 年６月 30 日支給の賞与について、

賞与から厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴

収する権利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、

事業主は厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたもの

の、厚生年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう

当該標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人

に平成 17 年６月 30 日に賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料

が控除されていた事実が確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、16

万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 940 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に 15 万 4,000 円と記

録されているところ、当該期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ病院における

標準賞与額に係る記録を 15 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月 30 日 

    Ａ病院勤務中に支給された平成 18 年６月 30 日支給の賞与について、

賞与から厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、保険料を徴

収する権利が時効によって消滅した後に賞与支払届が提出されたため、

事業主は厚生年金保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたもの

の、厚生年金の給付には反映されないので、厚生年金が給付されるよう

当該標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る賃金台帳の記録及びＢ市の人事担当者の供述から、申立人

に平成 18 年６月 30 日に賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料

が控除されていた事実が確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、当該賃金台帳の記録から、15

万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月

23 日に申立てに係る賞与支払届を提出したことが確認できることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



京都厚生年金 事案 941 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、既に 10 万円と記録され、

当該期間は厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算となる被

保険者期間とならない期間と記録されているが、事業主は、申立人に係る賞

与支払届を社会保険事務所に行っていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、平成 15 年 12 月 12 日支給分の標準賞与額を 10 万円にするこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 12 日 

    株式会社Ａにおいて、平成 15 年 12 月 12 日に賞与の支給があり、事業

主により賞与から厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、社

会保険庁の記録に標準賞与額が記載されていないので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの保管している平成 15年 12月 12日付の賞与支払いに係る賞与

統計表（賃金台帳）から、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該事業所は、上記の申立人を含む８人の賞与支払届（届出用紙１

枚に８人分記載）をＢ厚生年金基金を通じて社会保険事務所へ行っており、

当該基金の保管する文書返戻整理簿及び社会保険庁の賞与支払届の処理日の

記録から、当該基金が社会保険事務所に対して、平成 15年 12月 12日支給分

の賞与支払届を回送していることが確認できるが、事業所の保管するＢ厚生

年金基金の標準賞与額決定通知書によると、賞与を支払った８人の厚生年金

保険被保険者の中に申立人の氏名が確認できるが、社会保険事務所からの標

準賞与額決定通知書には申立人の氏名だけが記載されていない。 

 



   これらを総合的に判断すると、申立人の主張する平成 15年 12月 12日の賞

与に係る届出を事業主が社会保険事務所に行っていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、株式会社Ａの上記賞与統計表（賃

金台帳）及び上記基金の標準賞与決定通知書から、10 万円とすることが妥当

である。 



京都国民年金 事案 1223 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から８年３月までの期間、９年４月から 10 年３月

までの期間及び 11 年４月から 17 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から８年３月まで 

             ② 平成９年４月から 10 年３月まで 

             ③ 平成 11 年４月から 17 年３月まで 

    私は、今まで国民年金保険料の免除申請書を書いた覚えはなく、区役

所からの電話のやり取りだけで昭和 58 年８月から平成２年３月までの

期間等は、免除が承認されている。 

    申請免除したことが無いのに国民年金保険料の免除が承認されている

のだから、申立期間についても保険料の免除を承認すべきである。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①、②及び③のいずれの期間についても国民年金保

険料の免除申請の手続を行った覚えはないが、昭和 58 年８月から平成２年

３月まで区役所からの電話連絡のみで申請免除の取り扱いとなっていたの

で引き続き申請免除されているはずであると主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料の免除申請は、毎年度、申請者が市町村

長を経由して国民年金保険料免除申請書を都道府県知事に提出する手続を

経て承認されるものであることから、電話により免除承認されていたとす

る申立内容は不自然である。  

   また、申立期間①、②及び③のうちのＡ市が国民年金保険料の収納事務

を行っていた平成 14 年３月までの期間について、申立人は、同市が保険料

の納付状況を記載している国民年金収滞納リストにおいて、保険料が免除



されていた旨の記載は無く、これらは社会保険庁のオンライン記録とも一

致し、免除申請の手続が行われなかったものとみるのが相当である。 

   さらに、申立期間①について、前後の期間は、申立人の元妻も国民年金

保険料は免除されているものの、この元妻についても申立期間は保険料が

未納となっており、ほかに申立人が申立期間①、②及び③の保険料を免除

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと

認めることはできない。 



京都国民年金 事案 1224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年８月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年８月から 48 年３月まで 

    私たち夫婦は、昭和 45 年８月にＡ町でスポーツ店を始め、役場で国民

年金の加入手続を行い、保険料については、役場や銀行で納めてきた。

領収書等の証拠となるものは残していないが、申立期間が未納とされて

いるのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 45 年８月ごろ、役場で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料については、役場や銀行で納めていたと主張しているが、

保険料納付の前提となる申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は 49 年 10 月

に払い出されていることが確認できることから、申立人夫婦は、このころ

に国民年金に加入したものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人夫婦が国民年金に加入したと推認される上記の時点では、

申立期間の一部は既に時効により納付できない期間であり、申立期間の国

民年金保険料を納付するには、特例納付及び過年度納付によることとなる

が、申立人からは、さかのぼって納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、氏名

を複数の読み方で検索しても、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1225 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年８月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年８月から 48 年３月まで 

    私たち夫婦は、昭和 45 年８月にＡ町でスポーツ店を始め、役場で国民

年金の加入手続を行い、保険料については、役場や銀行で納めてきた。

領収書等の証拠となるものは残していないが、申立期間が未納とされて

いるのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 45 年８月ごろ、役場で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料については、役場や銀行で納めていたと主張しているが、

保険料納付の前提となる申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は 49 年 10 月

に払い出されていることが確認できることから、申立人夫婦は、このころ

に国民年金に加入したものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人夫婦が国民年金に加入したと推認される上記の時点では、

申立期間の一部は既に時効により納付できない時期であり、申立期間の国

民年金保険料を納付するには、特例納付及び過年度納付によることとなる

が、申立人からは、さかのぼって納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻

前の氏名を含む複数の読み方で検索しても、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1226 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から 61 年３月までの期間及び平成５年６月から

10 年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

              

    ２  申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年１月から 61 年３月まで 

                         ② 平成５年６月から 10 年５月まで 

       昭和 61 年３月に、私たち夫婦がＡ社会保険事務所に「厚生年金保険被

保険者に関する資格期間回答書」を持って相談に行くと、Ｂ区役所に行

くよう言われ、月末ごろに同区役所に行った。同区役所の２階で年配の

人から、「二人分 155 万 4,000 円をまとめて払い、残りは翌月より 60 歳

まで保険料を支払うと年金を満額もらえますよ。」と言われて、後日、同

区役所の２階で申立期間①及び②の二人分の国民年金保険料、155 万

4,000 円を支払った。そして、同年４月より 60 歳まで定額保険料を納付

し続けたのにまとめて払った分は年金に反映されていない。同区の役人

にだまし取られたので、利息を付けて即刻返還するか、一括で支払った

分を年金に即刻反映してもらいたい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人夫婦は、Ｃ市Ｂ区の職員に申立期間①及び

②の国民年金保険料として、申立人夫婦二人分 155 万 4,000 円を一括納付

したと主張している。しかしながら、保険料納付の前提となる申立人夫婦

の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年５月に払い出されており、申立人夫

婦は、このころに国民年金の加入手続を行ったものと推認され、この時点

では、申立期間①の保険料の一部は既に時効により納付できない期間であ

り、申立期間の保険料を納付するには特例納付及び過年度納付によること



となるが、特例納付が実施されていた時期ではない。 

   また、申立期間②について、申立人夫婦は、昭和 61 年３月ごろ、申立期

間①の国民年金保険料と一緒に、一括して保険料を納付したと主張してい

る。しかしながら、申立期間②の保険料を納付するには、申立人夫婦それ

ぞれが 60 歳に到達してから高齢任意加入の申出を行って初めて納付でき

るものである上、上記の時点では、保険料額は未定であることから、申立

期間②の保険料を先払いすることは、制度上できないものである。 

   さらに、申立人夫婦が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人夫婦が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   加えて、申立人について、氏名を複数の読み方で検索しても、該当者は

おらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年１月から 61年３月までの期間及び平成８年 10月から

13 年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

              

    ２  申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年１月から 61 年３月まで 

                         ② 平成８年 10 月から 13 年９月まで 

      昭和 61 年３月に、私たち夫婦がＡ社会保険事務所に「厚生年金保険被

保険者に関する資格期間回答書」を持って相談に行くと、Ｂ区役所に行

くよう言われ、月末ごろに同区役所に行った。同区役所の２階で年配の

人から、「二人分 155 万 4,000 円をまとめて払い、残りは翌月より 60 歳

まで保険料を支払うと年金を満額もらえますよ。」と言われて、後日、同

区役所の２階で申立期間①及び②の二人分の国民年金保険料、155 万

4,000 円を支払った。そして、同年４月より 60 歳まで定額保険料を納付

し続けたのにまとめて払った分は年金に反映されていない。同区の役人

にだまし取られたので、利息を付けて即刻返還するか、一括で支払った

分を年金に即刻反映してもらいたい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人夫婦は、Ｃ市Ｂ区の職員に申立期間①及び

②の国民年金保険料として、申立人夫婦二人分 155 万 4,000 円を一括納付

したと主張している。しかしながら、保険料納付の前提となる申立人夫婦

の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年５月に払い出されており、申立人夫

婦は、このころに国民年金の加入手続を行ったものと推認され、この時点

では、申立期間①の保険料の一部は既に時効により納付できない期間であ

り、申立期間の保険料を納付するには特例納付及び過年度納付によること



となるが、特例納付が実施されていた時期ではない。 

   また、申立期間②について、申立人夫婦は、昭和 61 年３月ごろ、申立期

間①の国民年金保険料と一緒に、一括して保険料を納付したと主張してい

る。しかしながら、申立期間②の保険料を納付するには、申立人夫婦それ

ぞれが 60 歳に到達してから高齢任意加入の申出を行って初めて納付でき

るものである上、上記の時点では、保険料額は未定であることから、申立

期間②の保険料を先払いすることは、制度上できないものである。 

   さらに、申立人夫婦が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人夫婦が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   加えて、申立人について、氏名を複数の読み方で検索しても、該当者は

おらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年４月から 52年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 52 年５月まで 

    私の夫は、Ａ病院の勤務医となり、経済的に余裕もできたので、昭和

49年４月ごろ国民年金に加入して申立期間の国民年金保険料を納付して

くれたと記憶している。納付の記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が昭和 49 年４月ごろに国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれていたと主張しているが、保険料納付の前

提となる申立人の国民年金手帳記号番号は 52 年８月に任意の資格で払い

出されており、申立人の所持する国民年金手帳においても、初めて被保険

者となった日は同年６月１日と記載されていることから、申立期間は国民

年金に加入しておらず、保険料を納付できなかったものとみるのが相当で

ある。 

   また、申立人の夫若しくは申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索して

も該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと  

認めることはできない。 



京都国民年金 事案 1229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年 12月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年 12 月から 61 年３月まで 

    私は、社会保険事務所に対し、国民年金保険料納付記録の照会申出を

行ったところ、「昭和 56 年 12 月 24 日付けで任意加入喪失届が提出され

た記録が残っておりました。」との回答であった。しかし、当時は子供も

幼く、喪失届を出すために役所に出向く時間も無かったので引き続き納

付していたはずである。納得できないので調査してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、任意加入の喪失届を提出した記憶はないと主張しているが、

国民年金の加入状況、保険料収納状況等を記録しているＡ市の国民年金収

滞納リストでは、昭和 56 年 12 月 24 日付けで申立人は国民年金被保険者資

格を喪失していることが確認でき、このことは申立人が所持している年金

手帳及び社会保険事務所が保管している特殊台帳の記載とも一致している。 

   また、申立人が国民年金被保険者資格を喪失後、昭和 61 年４月１日に第

３号被保険者資格を取得するまで、国民年金に再加入した形跡は見当たら

ないことから、申立期間は未加入期間であり、申立人は申立期間の保険料

を納付することはできなかったものと考えるのが相当である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、婚姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索したが、該当者はおら

ず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事



情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年４月から７年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月から７年３月まで 

    当時、私は学生で、平成４年９月から５年３月までの国民年金保険料

は、父親が保険料免除申請を行い全額免除となった。平成５年度及び６

年度の保険料についても、免除申請を行ったが、却下され、平成６年３

月と７年３月に女性が自宅に「滞納している保険料を支払って下さい。」

と集金に来たので、母親が姉の保険料と一緒に１年分ずつまとめて納付

した。未納とされているのは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の母親が申立人

の姉の保険料と一緒に、平成６年３月及び７年３月に集金人にそれぞれ１

年分ずつまとめて納付したと主張している。しかしながら、Ａ市が保管し

ている国民年金保険料検認一覧表において、申立期間は未納であることが

確認でき、これは社会保険庁のオンライン記録とも一致している上、申立

期間の保険料を一緒に納付したとする申立人の姉も、同様に未納であるこ

とが確認できることから、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人若しくは申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い上、申立人について、婚姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も存しない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1231（事案 141 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月まで（納付済みの２か月を除く 58

か月）の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 41 年３月まで 

             （納付済みの２か月を除く 58 か月） 

    私は、第三者委員会より訂正不要の通知を受けた後、申立期間を含め

未納期間の国民年金保険料を特例納付したのは、Ａ社会保険事務所では

なく、Ｂ社会保険事務所であったことを思い出したので、改めて調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立期間は申請免除期間であり、

追納が可能な期間の 10 年を経過した免除期間について、さかのぼって特例

納付することはできなかったものと考えられること、ⅱ）申立人は、国民

年金の加入手続等をＡ社会保険事務所で行ったと主張しているが、加入手

続は市区町村で行う必要があるとともに、当時のＡ社会保険事務所では国

民年金業務を行っていなかったことが確認されており、その主張には不合

理な点があることなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年４月

22 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、再申立てにおいて、申立人は、昭和 55 年１月に特例納付を行った

のはＡ社会保険事務所ではなく、Ｂ社会保険事務所であったとしている。

しかしながら、当時、Ｃ市内の国民年金業務は、Ｄ社会保険事務所が管轄

しており、Ｂ社会保険事務所に限らず、他の社会保険事務所においては国

民年金業務を行っていなかったことが確認できる。 



   また、今回の再申立てを受けて、申立期間に係る申立人の国民年金加入

状況等を改めて調査したところ、社会保険事務所が保管している特殊台帳

により、昭和 36年度及び 37年度は、国民年金保険料がそれぞれ 11か月分、

38 年度から 40 年度までについては、すべて免除されていることが確認で

き、免除期間の保険料については、10 年以内の期間に限り、追納すること

ができることとされており、申立人が納付したとする昭和 55 年１月時点で、

申立期間の免除保険料は、既に追納することができなかったものと考えら

れ、当時実施されていた第３回目の特例納付においても、免除保険料につ

いては、特例納付の対象とされていなかったことが確認できることから、

再申立ての内容は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認

め難く、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当

たらないことから、申立人は、申立期間の保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



京都国民年金 事案 1232  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年９月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年９月から 50 年３月まで 

    昭和 45 年９月に会社を退職した際に、母親が国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付してくれており、同居の母親の年金記録はす

べて納付済みであることから、申立期間の保険料が未納となっているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した際の昭和 45 年９月に申立人の母親が、国民年

金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと主張してい

るが、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、50 年９

月に払い出されており、このころに加入手続を行ったものと推認されるこ

とから、申立内容とは符合しない上、この時点では、申立期間の保険料を

納付するには、特例納付及び過年度納付により納付することとなるが、申

立人からは、さかのぼって納付したとの主張は無い。 

   また、申立人若しくは申立人の母親が国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人について、氏名を複数の読み方で検索しても該当者はお

らず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 942 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年１月 16日から 50年１月 27日まで 

             ② 昭和 50年３月 29日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 51年５月１日から同年 12月 24日まで 

             ④ 昭和 52年８月 25日から同年 11月１日まで 

    私は、申立期間①においてＡ株式会社、申立期間②においてＢ株式会社、

申立期間③においてＣ製作所、申立期間④において株式会社Ｄに勤務してい

たが、いずれの事業所においても厚生年金保険被保険者記録が無いので、こ

の申立ての４つの事業所について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に係る申立期間①について、複数の元従業員から申立人の氏名

を記憶している旨の供述が得られたことから、申立人が、期間の特定はできな

いもののＡ株式会社に勤務をしていたことは推認できるが、法人登記簿による

と、申立人が勤務していたとする Ａ株式会社は、平成 14年９月 20日に破産

宣告を受けており、同社元代表取締役及び元取締役に申立てに係る事実につい

て照会したものの、回答は無く、申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び供述は得られなかった。 

   また、申立期間に勤務していた複数の元従業員は、「当時は試用期間があり、

申立人は、厚生年金保険被保険者になる前に退職したのではないか。」と供述

をしていることから、申立人が入社後直ちに厚生年金保険に加入していた事実

は確認できない。 

   Ｂ株式会社に係る申立期間②について、元従業員から申立人の氏名を記憶し



ている旨の供述が得られたことから、申立人が、期間の特定はできないものの

Ｂ株式会社に勤務していたことは推認できるが、Ｂ株式会社に申立てに係る事

実について照会したところ、同社総務担当者は、当時の資料は保管しておらず

申立内容を確認できる記録や資料は無く、申立期間に在籍していた同社役員に

聞いたものの、申立人の名前には記憶がないとしており、申立ての事実につい

ては不明である旨の回答であった。 

   また、当時の申立人を記憶していた元従業員は、「申立期間当時に社会保険

に加入した直後に退職する事例が続いたため、３か月から４か月の試用期間を

設けていた。申立人の氏名は記憶しているが被保険者になっていなかった可能

性が高いと思う。」と供述していることから、申立人が入社後直ちに厚生年金

保険に加入していた事実は確認できない。 

   Ｃ製作所（現在は株式会社Ｅ）に係る申立期間③について、同社代表取締役

から申立人の氏名は記憶している旨の供述が得られたことから申立人が、期間

の特定はできないもののＣ製作所に勤務していたことは推認できるが、同社代

表取締役は「申立期間当時の資料は現存しないが、申立人は臨時雇用又は試用

期間のため、厚生年金保険には加入していなかったと思う。」と供述している。 

   また、申立期間当時に在籍していた５人の元従業員に申立てに係る事実につ

いて照会を行ったものの、申立人を記憶している者はおらず、申立人の当時の

情報を得ることはできなかった。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   株式会社Ｄに係る申立期間④について、法人登記簿によると、申立人が勤務

していたとする株式会社Ｄは、平成 21年３月 16日に破産手続開始決定を受け

ており、同社元代表取締役及び同社破産管財人に、申立てに係る事実について

照会したものの、申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び供述は得られなかった。 

   また、申立期間当時に在籍していた４人の元従業員に申立てに係る事実につ

いて照会を行ったものの、申立人を記憶している者はおらず、申立人の情報を

得ることはできなかった。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   申立期間①、②、③、及び④について、申立人はそれぞれの申立期間に係る

厚生年金保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶を有していない

上、申立人は、それぞれの申立期間に係る事業所における上司や同僚の氏名を

記憶していない。 

   また、社会保険事務所のＡ株式会社、Ｂ株式会社、Ｃ製作所及び株式会社Ｄ

に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の氏名の記載は無く、健康



保険の番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   さらに、雇用保険の記録によると、すべての申立期間において、申立人が雇

用保険の被保険者であった事実は確認できない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 943 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月１日から 27年１月 31日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立

期間について未加入になっていることが分かった。申立期間については株式

会社Ａに勤務しており、当該期間が未加入になっていることは納得できない。

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたと主張する株式会社Ａに照会したところ、申立期間当

時の人事記録や給与台帳等の資料が保管されていないことから、当時の雇用形

態にどのようなものがあり、厚生年金保険への加入基準がどの様になっていた

か不明である旨を回答しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用に

ついて確認ができない。 

   また、申立人は、同僚について姓のみしか記憶していないことから、株式会

社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者名簿からは特定できなかった。当該事業

所で申立期間当時、勤務していた複数の元従業員に照会したものの、申立人に

ついて明確な情報を得ることはできなかったが、複数の者から同社においては

入社から２か月から３月間程度、試用期間があったとの回答を得た。 

   さらに、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間に申立人の氏名の記載は無く、健康保険の番号に欠番もみられ

ないため、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

 



   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 944 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から８年８月 31日まで 

    私は、有限会社Ａにおいて、専務取締役として勤務していた平成２年３月

から８年８月 31日まで給与が 65万円であったにもかかわらず、社会保険事

務所の記録によると、２年 12月から７年 12月に係る標準報酬月額が 36万

円、８年１月から同年８月まで９万 2,000 円となっており、その間、65 万

円の給料に該当する標準報酬月額に基づき厚生年金保険料を差し引かれて

いたので、調査の上、標準報酬月額の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人の有限会社Ａに係る標準報酬月額については、

平成２年12月から８年８月までの期間は36万円と記録されていることが確認

できる。これについて、同社の事業主に照会したところ、当該事業所は、「登

記簿上現存しているが、10 年前に廃業しているため申立内容を確認できる関

係書類は一切残っていないが、申立期間の標準報酬月額を変更したのは月額の

給与を低くすることで社会保険料を減額するためであり、設立時のメンバーの

み給与を抑え、保険料を削減したが、差額は現金で支払っており、これについ

ては役員であった申立人と協議していた。」と供述をしている。 

   また、申立人が所持していた平成６年分給与所得の源泉徴収票によると、給

与の総支払額が月額 65万円位であったとする申立人の主張とおおむね一致す

る給与額が記載されているが、同年分の１年間の社会保険料控除額は49万920

円と記載されており、社会保険庁の記録による標準報酬月額である 36万円に

 



基づき算定した健康保険料・厚生年金保険料とおおむね一致していることから、

申立人の主張する給与の額に基づいた標準報酬月額に見合う厚生年金保険料

が控除されていることは確認できない。 

   さらに、当該事業所の商業登記簿から、申立人は、申立期間当時、当該事業

所の取締役であったことが確認できるほか、当該事業所に係る社会保険料の滞

納について、社会保険事務所と自らが協議を行ったと述べていることから、申

立人は、当時の当該事業所における厚生年金保険料の支払い等について、直接

的に関与し、又は知り得る立場にあったものと推認され、申立期間における標

準報酬月額の減額について、役員であったものの知らなかったと主張している

ことをそのまま肯定することはできない。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は取締役として、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第１項ただし書に

規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態

であったと認められる場合」に該当すると認められることから、当該期間につ

いては、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



京都厚生年金 事案 945 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月４日から 42年９月１日まで 

             ② 昭和 48年 10月 11日から同年 12月１日まで 

    ねんきん特別便が来たので記録を確認したところ、船員手帳に記載されて

いる雇用期間と船員保険の被保険者期間が違っているので、申立期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳の記録から、申立人が申立期間①において

はＡ氏の所有するＢ丸で、申立期間②においてはＣ氏の所有するＤ丸で雇

入れされていたことが認められる。 

   しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ氏の所有する船舶については昭和

42 年９月１日より、Ｃ氏の所有する船舶については昭和 48 年 12 月１日よ

り船員保険が適用されており、申立期間当時は船員保険の適用の手続が行

われていないことが確認できる。 

   また、上記の船舶所有者は二人とも既に死亡しているため、両人の妻に照

会したところ、申立人のことは記憶しているが、勤務期間については記憶

しておらず、給料計算や船員保険手続は夫がしていたため、申立内容につ

いては不明である旨の回答があり、船員保険の加入状況や保険料の控除等

については確認できない。 

   さらに、社会保険事務所のＡ氏に係る船舶所有者別被保険者名簿によると、

被保険者は申立人のみであり、Ｃ氏に係る船舶所有者別被保険者名簿によ

ると、申立人以外の被保険者が１人記録されているが、社会保険庁の記録



によると、当該被保険者は既に死亡しており、申立てに係る事実について、

供述を得ることはできない。 

   加えて、上記２つの名簿の事務担当者氏名欄に、それぞれ「Ｅ組合」、「Ｆ

組合」と記載されていることから、両組合について調査したところ、Ｅ組

合は昭和 48 年 10 月１日に適用事業所でなくなっており、申立期間に従業

員であった者のうち、所在が確認できた２人に照会したが、申立人の勤務

期間及び船員保険の手続を組合で行っていたかどうかは不明である旨の回

答があり、Ｆ組合については存在が確認できなかった。 

   ちなみに、上記２組合についてＧ連合会に問い合わせたところ、上記２組

合については不明であるが、「Ｈ組合」という組織では船舶所有者に代わっ

て船員保険の手続等の業務は行っておらず、「Ｉ組合」とは何社かが集まっ

てつくる組織で、直接Ｈ組合とは関係ないものの、そのとりまとめについ

ては、地元のＨ組合が行っているが、Ｊ県のＨ組合はかなり前になくなっ

ているため、現在照会できる先は無い旨の回答があった。 

   なお、申立人は、船員手帳に記載された雇入年月日及び雇止年月日をもっ

て、当該期間が船員保険の被保険者期間に該当するのではないかと主張し

ているが、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において設けられている

雇入契約の公認制度によるものであり、公認を行うのは地方運輸局等であ

るため、Ｋ運輸局Ｌ運輸支局（当時はＭ海運局Ｎ支局）の船員担当者に問

い合わせたところ、申立期間当時海運局では、公認の際に船員が船員保険

に加入しているかどうかは確認していなかったとのことであり、船員手帳

に記載されている雇入年月日及び雇止年月日は、船員保険の被保険者期間

と一致するわけではない。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 946 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年１月から 22年５月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ農

業協同組合での加入期間が昭和 22 年６月１日からになっていることがわか

った。同組合には、軍隊復員後、21 年１月から勤務していた記憶があり、

22 年５月までが未加入期間になっていることは納得できない。申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から、申立人は申立期間において、Ａ農業協同組合で勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、健康

保険番号が＊番から＊番までの被保険者については、昭和 22年６月１日に資

格を取得していることから判断すると、同事業所が厚生年金保険の新規適用事

業所となった日は、同日であることが推認でき、申立期間において、同事業所

が厚生年金保険の適用事業所であった事実は確認できない。 

   ちなみに、申立人が、自身が就職した昭和 21 年１月以前から勤務していた

としている２人についても、上記名簿によると、申立人と同じ 22年６月１日

に資格を取得しており、同事業所において、同日以前に資格を取得している者

はいない。 

   また、Ａ農業協同組合を継承しているＢ農業協同組合に照会したところ、同

事業所は、申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人の勤務実態及び保険

料控除の有無について不明である旨の回答をしており、申立てに係る事実につ



いて確認することはできない。 

   さらに、申立人が記憶している同僚２人及び当時勤務していた従業員のうち

所在が確認できた２人に対し照会を行ったが、申立期間において、厚生年金保

険料が控除されていた事実の有無を確認できる供述を得ることはできなかっ

た。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 947 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年 11月１日から 19年 10月１日まで 

    私は、昭和 15年から 19年 10月に出征するまでＡ株式会社に勤務してい

たが、18年 11月１日から 19年 10月１日までの厚生年金保険加入記録が無

い。私は、出征するまで継続して勤務しており、空白が生じることは考えら

れないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の同僚の供述から、申立人が申立期間においてＡ株式会社に勤務し

ていたことは推認できる。 

   一方、Ａ株式会社は、申立人について昭和 17年６月１日を被保険者資格

取得日、18年 11月１日を被保険者資格喪失日とし、厚生年金保険法の施行

日である 19年６月１日を被保険者資格取得日とする人事記録を保管してお

り、これらの記録については、社会保険事務所の当該事業所に係る被保険

者名簿の記載と一致している。  

   また、申立期間については、労働者年金保険制度の実施時期であり、当該

制度においては、被保険者の対象として女子や男子事務系職員は対象外とされ、

工場や鉱山等の現場で勤務する男子労働者が対象とされていた。その後、女子

及び一般職の男子に適用される厚生年金保険法が公布（昭和 19年２月 16日）

され、同年 10月から保険料の徴収が開始された。申立人については「養成工

として勤務した後に、机の上の仕事である船の設計業務に就いた。」として

いることから、設計業務に従事した時点からは、労働者年金制度の被保険

者の対象とならなかったものと推認できる。 



   さらに、同僚に照会したところ「私は昭和 19年１月に入社し、研修を経

て同年３月からは技手補として、申立人と同じ職場で勤務していた。」と述

べており、当該同僚は昭和 19年６月にＡ株式会社において厚生年金保険の

被保険者資格を取得していることから、当時当該事業所では、工場労働者

以外の従業員については、労働者年金保険に加入させる取扱いではなかっ

たことがうかがえる。 

   加えて、厚生年金保険法の施行日である昭和 19年６月１日を被保険者資

格取得日とする人事記録については、標準報酬月額が記載されていないこ

とから、厚生年金保険料の徴収が開始された同年 10月１日よりも以前の期

間である同年６月１日から９月 30日までの期間について、事業主により申

立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 948  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年２月 21日から同年７月 31日まで 

    Ａ株式会社が昭和 23 年２月 21 日にＢ公団Ｃ支部Ｄ部へ組織改編され

たが、私は申立期間において継続してＢ公団Ｃ支部Ｄ部に勤務していた。

また、同支部Ｅ部は同年２月から厚生年金保険に加入しているようである。

Ｄ部はＥ部と同様に生活必需品として配給業務を行っていたので、空白期

間を厚生年金保険の加入記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社及びＢ公団Ｃ支部Ｄ部に当時勤務していた複数の同僚の供述

により、申立人が申立期間においてＢ公団Ｃ支部Ｄ部に勤務していたこと

は推認できるが、Ａ株式会社はＢ公団の成立に伴い昭和 23 年２月 21 日付

けで閉鎖され、Ｂ公団Ｃ支部も 26 年 12 月１日付けで廃止されており、当

時の役員も死亡又は所在不明であるため、申立人に係る勤務実態及び申立

人の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認することができ

ない。 

   また、Ａ株式会社における厚生年金保険被保険者は昭和 23 年２月 21 日

付けで全員が資格喪失しており、同社が組織改編されたＢ公団Ｃ支部Ｄ部

（昭和 23年３月４日に設立）が厚生年金保険の新規適用事業所となった日

は同年８月１日であることから、申立期間においてＢ公団Ｃ支部Ｄ部が適

用事業所であった事実は確認できない。 

   さらに、申立期間においてＡ株式会社からＢ公団Ｃ支部Ｄ部へ異動した

とみられる同僚 17人全員についても、申立期間における厚生年金保険の加



入記録が認められないが、上記 17人のうち所在が判明した同僚に照会して

も、当時、申立人又は同僚の給与から厚生年金保険料が控除されていた事

実を確認するための資料及び供述を得ることができなかった。 

   加えて、申立人がＢ公団Ｃ支部のＤ部はＥ部と同様に生活必需品として

配給業務を行っていたので、同支部Ｅ部の従業員が厚生年金保険の加入記

録がある期間については同支部Ｄ部の従業員についても厚生年金保険被保

険者であったことを認めるべきである旨主張しているが、同支部Ｅ部にお

ける厚生年金保険の新規適用事業所となった日は同支部Ｄ部と異なり昭和

23 年３月１日となっている上、同支部Ｅ部の元従業員に照会したところ、

Ｅ部とＤ部は事業所の所在地及び会計担当者も別々であったと回答してい

るため、申立期間当時Ｄ部とＥ部は別々の事業所として存在していたこと

が推認でき、申立人の主張をそのまま肯定することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 949 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

  

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年１月１日から同年３月 10日まで 

    自分が保管している厚生年金保険被保険者証では、資格取得日が昭和

24 年１月１日と記載されているのに、社会保険庁の記録では同年３月 10

日が厚生年金保険被保険者の資格取得日とされているので、この点につい

て調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している厚生年金保険被保険者証を確認したところ、資格

取得年月日欄には昭和 24年１月１日（株式会社ＡのＢ営業所における資格

取得年月日）と記載されていたが、同被保険者証の一部（資格取得年月日

欄のうちの月を示す数字）については、一旦記載された文字が抹消され、

その後＊と記載された形跡が認められることから、同被保険者証の資格取得

年月日が正しいとする申立人の主張をそのまま肯定することはできない。 

   また、社会保険事務所の当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の記録において、申立人を含む健康保険番号の＊番から＊番までの被

保険者はいずれも昭和 24 年３月 10 日資格取得と記載されている上、社会

保険事務所の厚生年金保険の年金手帳記号番号払出簿において、当該事業

所の申立人を含む＊番から＊番の被保険者の払出年月日が同年３月 16 日と

記載されていることから、当該事業所が厚生年金保険の新規適用事業所と

なった時期は、同年３月であると判断され、申立期間において当該事業所

が厚生年金保険の適用事業所であったとは考え難い。 

   さらに、当該事業所に照会しても、当時の関係書類は保管されていない



ため、申立人の申立期間における勤務実態及び給与から厚生年金保険料が

控除されていた事実を確認することはできない。 

   加えて、社会保険事務所の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人と同日に資格取得した同僚を含む複数の同僚に照会して

も、申立てに係る事実を確認するための供述を得ることはできない。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年８月ごろから 22年 12月１日まで 

    私は、昭和 21 年８月ごろ、Ａ市Ｂ区のＣ駅２階にあった株式会社Ｄの食

堂の事務員として半年ぐらい勤務した後、Ａ市Ｅ区Ｆの株式会社Ｄ（現在は、

改組して株式会社Ｇ）に移り客室係として２、３か月勤務していたが、この

期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間について、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｄに照会したところ、申立期間当時、Ｃ駅構内で同社Ｈ出張店（後

に、株式会社ＤのＩ営業所）が食堂を営業していたと回答しており、申立人の

申立てに係る事業所における勤務状況の記憶は詳細であることから、期間の特

定はできないものの、申立人は申立期間において、同社Ｈ出張店に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、株式会社ＤのＨ出張店は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、株式会社Ｄに照会しても、当時の賃金台帳等関連資料は保管され

ておらず、申立人の正確な勤務期間及び厚生年金保険料が給与から控除されて

いた事実を確認することはできない。 

   また、社会保険事務所の保管する株式会社ＤのＨ出張店に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、当該事業所が厚生年金保険の新規適用事業所

となったのは昭和 22年９月１日であり、申立期間のうち同年８月 31日以前の

期間については、当該事業所が適用事業所であった事実は確認できないほか、

申立人が氏名を記憶している元同僚も、勤務を開始して１年ほど経過してから

 



厚生年金保険に加入している旨を供述している。 

   さらに、上記の被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は記録され

ておらず、健康保険の整理番号が連続しており、欠番も見られないため、申立

期間において申立人の加入記録が欠落したとは考え難い。 

   加えて、申立人は、申立期間中に株式会社Ｄで客室係として２、３か月勤務

していたと具体的な勤務状況を主張していることから、期間の特定はできない

ものの、申立人は申立期間において、当該事業所に勤務していたことは推認で

きるが、当該事業所に照会したところ、当時の賃金台帳等関連資料は保管され

ておらず、申立人の正確な勤務期間及び勤務実態を確認することはできない。 

   また、複数の元同僚に照会しても、申立人を記憶している者がいないことか

ら、申立人についての情報を得ることができず、勤務実態を確認することはで

きなかった。 

   さらに、株式会社Ｄに係る社会保険事務所の保管する健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立期間において申立人の氏名は記載されておらず、健康

保険の整理番号が連続しており、欠番も見られないため、申立期間において申

立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   このほか、申立期間において申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いた事実について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月から 34年 11月まで 

    私は、Ａ市Ｂ区のＣ市場にあったＤ店で働いていたが、社会保険事務所へ

照会したところ、厚生年金保険の未加入期間となっている。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたと主張するＤ店は、Ｅ協同組合の昭和 34 年の組合名

簿及び申立人が氏名を記憶している元同僚の供述から、Ａ市Ｂ区のＣ市場にあ

ったＦ商店であることが推認できる。 

   しかし、上記の元同僚は、当該事業所の従業員は３人であった旨供述してい

ることから、当該事業所は厚生年金保険の強制適用事業所としての要件に該当

していなかったことがうかがえる上、社会保険庁の記録において、Ｆ商店が厚

生年金保険の適用事業所であった事実は確認できない。 

   また、Ｆ商店は廃業し、申立期間当時の事業主も既に亡くなっており、当時

の賃金台帳等関連資料も保管されていないことから、申立期間における申立人

の勤務実態、厚生年金保険の適用について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間②、③及び④に係る脱退手当金を受給していない

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年８月 21日から 38年８月 14日まで 

               （Ａ株式会社Ｂ工場） 

             ② 昭和 36年３月 23日から 37年８月 21日まで 

               （Ａ株式会社Ｂ工場） 

             ③ 昭和 37年９月 21日から 38年２月１日まで 

               （Ｃ工場） 

             ④ 昭和 38年３月１日から 43年１月１日まで 

               （Ｄ株式会社） 

    Ａ株式会社Ｂ工場における厚生年金保険期間が昭和37年８月21日までと

する記録は誤りであり、38年８月 14日まで勤務していたので記録を訂正し

てほしい。 

    また、Ａ株式会社Ｂ工場、Ｃ工場及びＤ株式会社における厚生年金保険期

間について脱退手当金の支給を受けたとされているが、請求した覚えがない。 

    なお、社会保険事務所から以前もらった資料では支給された脱退手当金は

３万 8,000円と記載されていたが、厚生年金保険期間照会に対する回答では

２万 1,668円と記載されているので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 37年８月 21日から 38年８月 14日ま

でＡ株式会社（現在は、Ｅ株式会社）Ｂ工場に勤務していたと主張しているが、



社会保険事務所の保管するＣ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿には申立

人の資格取得日は 37年９月 21日、同じくＤ株式会社に係る被保険者名簿には

38 年３月１日と記載されており、これらの資格取得日は申立人がＡ株式会社

Ｂ工場を退職したと主張している日（昭和 38年８月 14日）以前であることか

ら、申立人の主張を肯定することはできない。 

   また、Ｆ公共職業安定所の雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書に

は、申立人がＤ株式会社の雇用保険被保険者となった年月日は昭和 38 年１月

６日であると確認でき、申立人がＡ株式会社Ｂ工場を退職したと主張している

日（昭和 38年８月 14日）以前であることから、申立人の主張内容は不合理で

ある。 

   さらに、Ａ株式会社Ｂ工場には、申立人の退職届が保管されており、当該届

出は昭和 37年８月 13日付けで退職希望日が同年８月 20日と記載されている

ことが確認できる上、同社に保管されている厚生年金保険被保険者資格喪失届

の控えには資格喪失日は同年８月 21 日と記載されており社会保険庁のオンラ

イン記録と一致する。 

   このほか、申立期間①に係る申立ての事実を確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

   申立期間②、③及び④について、社会保険事務所には、脱退手当金の支給を

裏付ける申立人の脱退手当金裁定請求書が保管されており、同請求書には、支

給対象となる厚生年金保険被保険者期間として、Ａ株式会社Ｂ工場、Ｃ工場及

びＤ株式会社の記載が有るとともに、「昭和 43 年２月 22日受付、同年４月９

日小切手交付済」の押印が確認できる。 

   また、Ｄ株式会社の被保険者名簿の申立人の欄には脱退手当金を支給したこ

とを意味する「脱」表示が有るとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 43 年４月９日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない上、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は「社会保険事務所から以前もらった資料には支給された脱

退手当金は３万 8,000 円になっていたが、期間照会後の回答では２万 1,668

円になっている。」と主張しているが、社会保険事務所には、脱退手当金裁定

請求書と同時に提出されたとみられる申立人の昭和 42 年分退職所得の受給に

関する申告書が保管されており、支給額は３万 8,000円と記載されていること



から、申立人はこの退職金と脱退手当金とを混同しているとも考えられる。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間②、③及び④に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 953（事案 441の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年６月 14日から 46年５月 20日まで 

    私は、第三者委員会から訂正不要との通知を受け取った。しかし、脱退手

当金裁定請求書の住所欄には昭和 39 年７月ごろから住んでいなかった本籍

地が記載されている。これは事実と相違しているため、当時の家主と近所の

方に証明してもらったので、再度調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立てについては、申立期間について、社会保険事務所には、脱退手

当金の支給を裏付ける申立人の脱退手当金裁定請求書が保管されており、同請

求書の領収欄には、昭和 46年７月 16日付けで、申立人の夫が、申立人の委任

を受けて代理で受領したことを示す署名及び押印が確認できる。 

   また、申立人は、申立期間前のＡ株式会社及び株式会社Ｂに勤務していた期

間の脱退手当金は受給したが、申立期間の株式会社Ｂに勤務していた期間につ

いては、脱退手当金を受給していないと主張しているが、社会保険事務所に保

管されている脱退手当金裁定請求書では、上記のすべての期間について脱退手

当金を請求していることが確認できることから、申立期間だけ受給していない

とする申立人の主張は不自然である。 

   さらに、株式会社Ｂの被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」表示が有るとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和 46年７月 16日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる



事情は見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年１月

９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人から、社会保険事務所に保管されている裁定請求書に記載され

ている住所地が事実と相違しているとして、当時の家主から、「昭和 46年Ｃ市

Ｄ区Ｅ町Ｆ番地に居住されていました。」とする証明が得られたことを理由と

する再申立てを受けて、再調査したところ、戸籍の附票において、申立人が同

地に居住したのは 48年３月 29日からであり、申立期間に係る脱退手当金が支

給された当時は、本籍地であるＣ市Ｄ区Ｇ町Ｈ番地に居住していたことが確認

できることから、申立人が脱退手当金を受領していないことを裏付ける証言と

は認め難い上、同裁定請求書に記載されている住所地は申立人の本籍地であり、

現住所地であるか前住所地であるかのみをもっては、脱退手当金の支給自体を

疑わせる要素とは考え難いことから、再申立内容は、当委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 954  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年４月 14日から同年 12月１日まで 

               （Ａ社） 

             ② 昭和 24年 12月５日から 25年４月 28日まで 

               （Ｂ株式会社） 

             ③ 昭和 25年７月 10日から 26年 11月５日まで 

               （Ｃ株式会社） 

             ④ 昭和 27年５月 27日から 32年８月 13日まで 

               （株式会社Ｄ） 

    私は、昭和 34年８月 31日から 42年８月１日まで勤務していた期間の脱

退手当金は確かにもらったが、社会保険庁の記録では、24年４月 14日から

32年８月 13日までの期間の分についても受給したことになっている。私は

脱退手当金を２回も受給していないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②に係る厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人の被

保険者台帳記号番号は、申立期間①、③及び④の被保険者台帳記号番号に訂正

されており、申立人の厚生年金保険被保険者台帳にも被保険者台帳記号番号の

重複整理が行われたことが記載されていることから、脱退手当金の裁定請求に

伴い、被保険者台帳記号番号の重複整理が行われたものと考えるのが自然であ

る。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 32年 11月 13日



に支給決定されているほか、社会保険業務センターが保管する申立人の厚生年

金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことを示す支給金額、支給

年月日として「14,802 円、32.11.13」等が記載されており、同台帳に記載さ

れている脱退手当金の支給金額、支給年月日等は社会保険庁のオンライン記録

と一致しているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


